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1 ．はじめに
⑴　京都府の概要
　日本列島のほぼ中央に位置する京都府は、4,613.0
㎢の面積を有しています（図− 1 ）。
　これは、国土の1.2％で、47都道府県中31番目の
大きさです。
　北西―南東に長い京都府は、タツノオトシゴのよ
うな形をし、そのほぼ中央に位置する丹波山地を境
にして、気候が日本海型と内陸型に分かれます。
　北部は日本海に面し、変化に富むリアス式海岸が
続き、小規模な平野が開けています。中部は大部分
が山地ですが、亀岡・福知山盆地の他、桂川、由良
川の支流に沿って小盆地や河岸段丘が発達していま
す。
　南部は桂川・淀川（宇治川）・木津川の合流点を
要に、山城盆地が扇状に広がっています。

２ ．京都府における近年の災害
⑴　近年の大規模災害の概要
　京都府における平成以降の大規模災害は、公共土
木施設で約330億円の被害が発生した平成16年台風

京都府で発生した近年の災害と災害復旧の
取組みについて

京都府 建設交通部 砂防課 災害係

第23号をはじめ、平成23年～令和 2 年までの10カ年
では 6 回の大規模災害が発生しました（表− 1 ）。

　図− 1　

　表− 1　

年 Ｈ24年 Ｈ25年 Ｈ26年 Ｈ29年 Ｈ29年 Ｈ30年

災 害 原 因 京都府
南部豪雨 台風第18号 8月豪雨 台風第18号 台風第21号 7 月豪雨

月　・　日 8 /13～18 9 /15～16 8 /15～17 9 /17～18 10/21～23 7 / 5 ～ 8

総 雨 量
332㎜ 489㎜ 358㎜ 207㎜ 523㎜ 620㎜

城陽市 舞鶴市 綾部市 宮津市 綾部市 南丹市

被 災 特 徴 天井川決壊 外水氾濫 内水氾濫 中小河川氾濫 内水氾濫 がけ崩れ

土木施設被害
（※1）

156箇所
18億円

1,055箇所
94億円

484箇所
70億円

532箇所
46億円

403箇所
42億円

1,294箇所
131億円

（内京都府分） 69箇所
9億円

556箇所
72億円

270箇所
34億円

229箇所
28億円

195箇所
28億円

665箇所
87億円

（※1）　直轄管理施設・京都市管理施設、単独災害箇所を含まない。
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⑵　復旧状況
　平成30年までに発生した土木施設災害の復旧工事
については、令和 3 年 7 月末時点で 2 箇所を除いて

完了しました。また、残る工事についても早期に完
了させるため、復旧工事を急ピッチで進めていると
ころです。

被災状況 本復旧状況

①　朝根川（綾部市古屋）
　Ｈ２9・台風２1号　砂防堰堤損壊　Ｌ＝２50ｍ

②　一級河川　鴨川（京都市中京区）
　Ｈ30・ 7 月豪雨　護岸欠壊　Ｌ＝33.5ｍ

被災状況 本復旧状況
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③　主要地方道　綾部大江宮津線（福知山市大江町）
　Ｈ30・ 7 月豪雨　路肩侵食　Ｌ＝138.7ｍ

④　主要地方道　京都日吉美山線（南丹市八木町）
　Ｈ30・ 7 月豪雨　斜面崩壊　Ｌ＝81.8ｍ

被災状況 本復旧状況

3 ．災害に備えて
⑴　土木施設災害復旧事業担当者会議
　京都府では災害復旧事業に携わる府及び市町村職
員の資質の向上と事業の適正な執行を図るため、「土
木施設災害復旧事業担当者会議」を毎年開催してい
ます。
　各年度第 1 回目は実務経験の浅い職員を対象とし
て、災害復旧事業の概要、基本的事項、留意事項等
について、研修と意見交換を行っています。
　更に災害発生件数が少ない年は、第 2 回目を開催
し、設計変更における留意点等、より実践的な内容

としています。
　昨年度と今年度第 1 回目は新型コロナウイルスの
感染防止のため、資料送付と WEB 形式としました
が、今年度の 2 回目以降は対面形式での開催を予定
しています。

⑵　京都府市町村災害復旧サポーター派遣制度
　近年の台風や集中豪雨等による甚大な災害が頻発
している中、災害対応を迅速かつ確実に実施する必
要があります。一方、全国の市町村と同様、府内市
町村においても数名の技術者職員が災害復旧事業を

被災状況 本復旧状況
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担っているところもあり、京都府や国への技術的支
援を求める声が強くなっています。
　このため、京都府と一般財団法人京都技術サポー
トセンター（※）では相互連携・協力し、府及び市町
村の土木系技術職員 OB の人材を活用した「京都府
市町村災害復旧サポーター」派遣制度を創設し、令
和 3 年 4 月から運用を開始し、現在12名が登録され
ています。
　災害復旧サポーターは、災害発生時に市町村から
の派遣要請を受け、被災状況の調査や復旧工事の技
術的なアドバイスなどをボランティアとして無償

（派遣に要した交通費は市町村が負担）で活動し、
市町村支援を行います。

（※）　京都府、京都府市長会及び京都府町村会が設立者とな
り、京都府及び府内の市町村における社会資本の計画的
で効率的な維持管理、建設・整備と各種の技術支援、人
材育成を目的に平成28年 4 月に設立された一般財団法人

写真− 1　京都府市町村災害復旧サポーター登録証交付式
（知事からサポーター代表へユニフォームの授与）

図− ２　「京都府市町村災害復旧サポーター」派遣制度の枠組み

市町村

京都府
（窓口：指導検査課）

一財 京都技術サポートセンター
「京都府市町村災害復旧サポーター」登録

（窓口：総務課）

京都府市町村災害復旧サポーター
（府又は市町村土木系技術職員 ）

③出動依頼

⑤派遣（技術支援）
被災状況調査

復旧工法等の助言

②派遣要請

⑥支援活動報告

市町村災害復旧サポーター
名簿作成・登録

④派遣通知

①支援要請

⑧交通費支給

⑦活動通知

ボランティア
登録

⑶　二級河川吉野川河川等災害関連事業完了のPR
　平成29年台風第18号の豪雨により被災した、二級
河川吉野川（京丹後市）で進めてきた、河川等災害
関連事業が完了したことから、地元の温泉施設（宇

川温泉よし野の里：京丹後市丹後町久僧）において、
当時の被災状況や復旧工事の概要をパネル展示し、
流域の治水安全度が向上したことを、広く周知する
取組みを実施しました。
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二級河川吉野川河川等災害関連事業について 

～平成２９年「台風第１８号による豪雨」～ 

平成２９年９月の台風第１８号による豪雨により、甚大な浸水被害が発生した二級河川

吉野川（京丹後市）において、災害復旧事業と併せて河川等災害関連事業※を進めてきまし

たが、令和３年３月末をもって完了しました。

※  再度災害防止を図るため、被害を受けていない区間を含めた一連区間を対象に、災害復旧費に災害関連費を加え、

河道拡幅、築堤盛土等の改良工事を実施するもの。 

１．事業概要 
事業主体：京都府（丹後土木事務所） 

河 川 名：二級河川 吉野川（京丹後市丹後町谷内地内） 

事業期間：平成２９年度 ～ 令和２年度 

事 業 費：約 ５ 億 円 

事業内容：延 長     Ｌ＝ １，９４０ｍ 

     護岸工    Ａ＝ ７，７００ｍ２

       築堤盛土工  Ｖ＝１３，９００ｍ３

２．計画平面図及び復旧状況 

【被災時】             【完 了】 

吉野川

京丹後市

撮影位置 
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橋

宇
川
診
療
所

久
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宇
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泉

級河川吉野川

普通河川池田川

宇
川
小
学
校

落 山川

原形復旧区間 

（L=480m） 

改良区間

（L=1,460m） 

関連事業区間 L=1,940m 

高
田

橋 

吉

野

橋 

越流箇所 

被災時の写真（平成29年9月）

久僧海岸

高田橋

吉野橋

岩崎橋

工事完成写真①（令和3年3月）

国道178号高田橋架替工事

久僧海岸

宇川診療所

吉野橋より下流付近

高田橋より下流付近

工事完成写真②（令和3年3月）

落山川合流部

吉野橋

落山川合流点より上流付近

岩崎橋より下流付近
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４ ．おわりに
　迅速な復旧が実現できているのは、限られた時間
の中で測量・設計業務、応急工事、本復旧工事を進
めていただいた測量設計コンサルタント、工事受注
者の皆様のご尽力の賜物であり、この場をお借りし
まして厚く御礼申し上げます。
　また、事前打合せから災害査定まで、多岐にわた
るご指導とご協力を賜りました国土交通省、財務省
の皆様におかれましても、この場をお借りしまして

厚く御礼申し上げます。
　「土木施設災害復旧事業担当者会議」や「京都府
市町村災害復旧サポーター」等の取組みの継続、発
展に加え、ICT の活用等による災害査定・復旧工
事の効率化についても検討し、地域の安心・安全が
一日でも早く確保できるよう努めてまいりたいと考
えていますので、これからもご指導、ご鞭撻の程、
よろしくお願い申し上げます。

https://www.mlit.go.jp/report/press/sabo02_hh_000117.html

　梅雨前線に伴う大雨によって、静岡県熱海市伊豆山で発生した土砂崩れに対して、静岡県の要請
により、 7 月 3 日（土）に土砂災害専門家（TEC-FORCE 高度技術指導班）を派遣します。

　

静岡県熱海市で発生した土砂災害に対して
土砂災害専門家等（TEC-FORCE高度技術指導班）を派遣します

令和 3年 ７月 3日 水管理・国土保全局砂防部
国土技術政策総合研究所

いのちとくらしをまもる 防災減災

1 ．土砂災害専門家等（TEC-FORCE 高度技術指
導班）

　国土技術政策総合研究所　土砂災害研究部
　砂防研究室

室　長　山
やま

　越
こし

　隆
たか

　雄
お

研究官　泉
いずみ

　山
やま

　寛
ひろ

　明
あき

２ ．派 遣 日
　令和 3 年 7 月 3 日（土）

3 ．派 遣 先
　静岡県

そ の 他
・天候等により、予定が変わる可能性があります。

https://www.mlit.go.jp/report/press/sabo02_hh_000117.html
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令和 ３年 ７月 １日からの大雨による災害に
かかる災害救助法の適用について

令和 3年 ７月12日 内閣府（防災担当）

http://www.bousai.go.jp/pdf/210701_ooame04.pdf

1 ．災害の概要
　令和 3 年 7 月の梅雨前線に伴う大雨により、多数
の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそ

れが生じていることから、静岡県、鳥取県、島根県
及び鹿児島県は 9 市 2 町に災害救助法の適用を決定
した。

災 害 救 助 法
適 用 市 町 村 法適用日 被 害 の 状 況 等 備　　考

【静岡県】
熱海市

（あたみし）

7 月 3 日
　梅雨前線に伴う大雨により、土石流が発生し、多数の者が生命
又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的
に救助を必要としている。

災害救助法施行
令第１条第１項
第４号適用

【鳥取県】
鳥取市

（とっとりし）

【島根県】
松江市

（まつえし）

出雲市
（いずもし）

7 月 7 日
　梅雨前線に伴う大雨による災害により、多数の者が生命又は身
体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助
を必要としている。

災害救助法施行
令第 1 条第 1 項
第 4 号適用

【島根県】
安来市

（やすぎし）

雲南市
（うんなんし）

７月12日
　梅雨前線に伴う大雨による災害により、多数の者が生命又は身
体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助
を必要としている。

災害救助法施行
令第１条第１項
第４号適用

【鹿児島県】
出水市

（いずみし）

薩摩川内市
（さつませんだいし）

伊佐市
（いさし）

薩摩郡さつま町
（さつまぐんさつまちょう）

姶良郡湧水町
（あいらぐんゆうすいちょう）

7 月10日
　梅雨前線に伴う大雨による災害により、多数の者が生命又は身
体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助
を必要としている。

災害救助法施行
令第 1 条第 1 項
第 4 号適用

２ ．これまでにとられた措置
・被災者の救出
・避難所の設置　等

http://www.bousai.go.jp/pdf/210701_ooame04.pdf
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いのちとくらしをまもる 防災減災 令和３年７月大雨関連

国土交通本省災害査定官を派遣し、
被災した河川・道路等の迅速な復旧を支援します

〜令和 3年 ７月 1日からの大雨の災害緊急調査を実施〜

令和 3年 ７月16日 水管理・国土保全局防災課

　令和 3 年 7 月 1 日からの大雨について、被害状況を迅速かつ的確に把握するとともに、被災した
公共土木施設に対する応急措置及び復旧工法等の技術的な助言・指導のため、国土交通本省災害査
定官を鹿児島県に派遣し、災害緊急調査を実施します。

　

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000194.html

【災害緊急調査】
○派遣日程：令和 3 年 7 月19日（月）からの予定

現地調査は令和 3 年 7 月20日（火）から
の予定

○派 遣 先：鹿児島県内の河川・道路等
（詳細調整中）

○派 遣 者：国土交通省水管理・国土保全局防災課
災害査定官

原田　隆二（はらだ　りゅうじ）

　令和 3 年 7 月 1 日からの大雨により、静岡県熱海市伊
い

豆
ず

山
さん

逢
あい

初
ぞめ

川で発生した土石流は、上流部の
幅約100ｍ、長さ約100ｍの斜面崩壊を発生源として、約 2 ㎞流下し、約130棟の建物等に被害を与
えました。
　渓流内に堆積した不安定土砂が、今後の降雨により二次災害が発生するおそれが極めて高い状況
にあります。
　二次災害の防止、地域の方々の生活再建の支援のため、速やかな復旧には無人化施工等の高度な
技術を必要とすることなどから、 7 月15日（木）の静岡県知事からの要請を受け、国直轄施工による
緊急的な砂防工事を実施します。

　

いのちとくらしをまもる 防災減災 令和３年７月大雨関連

静岡県熱海市における土石流災害からの早期復旧に向け
国直轄施工による緊急的な砂防工事を実施

令和 3年 ７月20日 水管理・国土保全局砂防部

https://www.mlit.go.jp/report/press/sabo02_hh_000119.html

○実施箇所　二級河川逢初川水系逢初川
　　　　　　（静岡県熱海市伊豆山）

○内　　容　土石流対策
　　　　　　　・既設砂防堰堤の除石
　　　　　　　・砂防堰堤の新設　　　　等
○開 始 日　令和 3 年 7 月20日（火）

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000194.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/sabo02_hh_000119.html
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いのちとくらしをまもる 防災減災 令和３年７月大雨関連

令和 ３年 ７月 １日からの大雨により被災した
河川・道路等の迅速な復旧を支援

〜災害査定を効率化します〜

令和 3年 ７月20日 水管理・国土保全局防災課

　令和 3 年 7 月 1 日からの大雨により多くの公共土木施設が被災しています。このため、災害復旧
事業の災害査定について、被害件数が多い地方公共団体において、被災現場に赴かずに書面により
査定を行う対象を拡げること等により、災害査定を効率化します。
　これにより、地方公共団体の災害査定の迅速化を図ります。

　

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000196.html

＜対象区域＞
　神奈川県、静岡県、愛知県
　※　上記の対象区域は、 7 月 9 日現在の調査結果

に基づく被害報告によるものであり、今後の調
査結果により上記以外の区域においても効率化
を行う場合があります。

＜災害査定の効率化＞
○書面による査定上限額の引き上げにより査定に要
する時間や人員を大幅に縮減

　・書面による査定上限額を通常300万円未満から
以下のとおり引き上げる。

（水管理・国土保全局所管施設）
　神奈川県：1,500万円以下
　静 岡 県：3,000万円以下
　愛 知 県：2,000万円以下

○設計図書の簡素化により早期の災害査定を実施
　・既存地図や航空写真、代表断面図を活用するこ

とで、測量・作図作業等を縮減する。
　・土砂崩落等により被災箇所へ近寄れない現場に

対し、航空写真等を用いることで、調査に要す
る時間を縮減する。

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000196.html
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水の週間関連行事

水資源行政に顕著な功績のあった ５団体を表彰
〜令和 3年度水資源功績者表彰の受賞者が決定〜

令和 3年 ７月28日 水管理・国土保全局水資源部水資源政策課

　国土交通省は、水資源の開発、利用、水源の涵養等に長年にわたって尽力されるなど、特に顕著
な功績があると認められる個人又は団体を表彰する水資源功績者表彰の受賞者（団体： 5 団体）を
決定しました。
　本表彰は、「水の日」（ 8 月 1 日）及び「水の週間」（ 8 月 1 日～ 7 日）の行事の一環として昭和
54年より実施しているものです。

　

https://www.mlit.go.jp/report/press/water01_hh_000129.html

 なお、例年、国土交通省（本省）で行っている表
彰式は、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が
東京都に発出されたことを受け、開催を取りやめる
こととします。

国土交通省HP（水資源功績者表彰）
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/
tochimizushigen_mizsei_tk1_000015.html

令和 3年度水資源功績者表彰受賞者と功績概要
［団体］… 5 団体

受 賞 者 功　　　績　　　概　　　要

綱
つな

取
とり

ダムの環境と
清流を守る会

（岩手県）

昭和57年の設立以来、多様な主体と連携し、綱取ダム周辺の緑や景観を守る会守るため、清掃活動や
不法投棄パトロールなどの取組を行うとともに、綱取ダム管理事務所と連携し、地域住民が参加する
森林浴・植物観察会や木工教室、ダム湖巡視などのイベントを実施している。

もおか環境パート
ナーシップ会議

（栃木県）

平成18年の設立以来、江川・大久保川の清掃・保全活動及び植樹・緑化活動を実施するとともに、市
内小学校での河川に関する環境出前講座の実施のほか、小学生親子を対象とした水資源保全について
の環境学習会を実施している。

長
なが

野
の

原
はら

町
まち

（群馬県）
昭和27年の八ッ場ダム建設の調査着手以降、半世紀以上にわたり、八ッ場ダム建設事業について、地
域住民や国、県などさまざまな関係者との調整を図るなど、首都圏における重要な水資源開発に大き
く貢献した。

東
ひがし

吾
あが

妻
つま

町
まち

（群馬県）
昭和27年の八ッ場ダム建設の調査着手以降、半世紀以上にわたり、八ッ場ダム建設事業について、地
域住民や国、県などさまざまな関係者との調整を図るなど、首都圏における重要な水資源開発に大き
く貢献した。

次世代のためにが
んばろ会

（熊本県）

平成13年の設立以来、熊本大学や八代市と共同で、市内の高校生及び小中学生、地元企業、行政機関
などが参加する「八代海河川・浜辺の大そうじ大会」を毎年開催するとともに、熊本大学や国土交通
省、八代市、地元企業と連携し、水の重要性について啓発を行う「青少年水サミット2020 in 八代（オ
ンライン開催）」を開催した。

https://www.mlit.go.jp/report/press/water01_hh_000129.html
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/tochimizushigen_mizsei_tk1_000015.html
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/tochimizushigen_mizsei_tk1_000015.html
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いのちとくらしをまもる 防災減災 令和３年７月大雨関連

令和 ３年 ７月 １日からの大雨により被災した
河川・道路等の迅速な復旧を支援

〜災害査定を効率化します〜

令和 3年 ７月30日 水管理・国土保全局防災課

　国土交通省水管理・国土保全局では、令和 3 年 7 月 1 日からの大雨により被災した公共土木施設
の災害査定について、災害査定の効率化を適用し、20日に地方公共団体に対して通知しているとこ
ろですが、被害状況を踏まえ、本日、対象となる区域を追加決定しました。
　これにより、地方公共団体の災害査定の迅速化を図ります。

　

＜追加対象区域＞
　鳥取県、島根県、広島県、鹿児島県
　※　上記の対象区域は、 7 月26日現在の調査結果

に基づく被害報告によるものであり、今後の調
査結果により上記以外の区域においても効率化
を行う場合があります。

＜参考：通知済の対象区域＞
　神奈川県、静岡県、愛知県

＜災害査定の効率化＞
○書面による査定上限額の引き上げにより査定に要
する時間や人員を大幅に縮減
・書面による査定上限額を通常300万円未満から

以下のとおり引き上げる。
　　（水管理・国土保全局所管施設）
　　　神奈川県：1,500万円以下
　　　静 岡 県：3,000万円以下
　　　愛 知 県：2,000万円以下
　　　鳥 取 県：1,500万円以下
　　　島 根 県：1,500万円以下
　　　広 島 県：2,000万円以下
　　　鹿児島県：1,000万円以下

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000199.html

○設計図書の簡素化により早期の災害査定を実施
・既存地図や航空写真、代表断面図を活用するこ

とで、測量・作図作業等を縮減する。
・土砂崩落等により被災箇所へ近寄れない現場に

対し、航空写真等を用いることで、調査に要す
る時間を縮減する。

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000199.html
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令和 ３年 ７月１日からの大雨に係る支援策とりまとめ
令和 3年 ７月30日 令和 3年 ７月 1日からの大雨被災者生活・生業再建支援チーム

http://w
w

w
.bousai.go.jp/updates/r3_07ooam

e/r3_07ooam
e/pdf/210730_ooam

e.pdf

※本支援策により生じる地方負担については、被災自治体の財政運営に支障が生じないよう、適切に地方財政措置を講ずる。

■新型コロナウイルス感染症の影響下で発生した令和３年７月１日からの大雨に対し、被災者の生活と生業の再建に向け、被災地のニーズや
地域ごとの特性を踏まえつつ、できることは全てやるという姿勢の下、緊急に対応すべき施策を取りまとめる。

■引き続き被災者の目線に立ち、被災自治体等とともに、一日も早い被災地の応急復旧、生活の再建、生業の再建等に全力を尽くしていく。
■さらに、今回の災害対応を教訓として、今後起こり得る豪雨や台風等への対応に万全を期し、被害の発生を最小限に抑えるよう、関係機関
が一体となって取り組む。

１．基本方針

２．緊急対応策(主なもの)

（１）生活の再建 （２）生業の再建

（３）災害復旧等

【街中の土石流被害】

【林道施設の法面崩れ等】

○中小・小規模事業者の支援
・小規模事業者支援推進事業の
補助上限・補助率の引き上げ等

・小規模事業者持続化補助金の
優先採択

・中小企業団体等への特別相談
窓口の設置

・日本政策金融公庫等による資金
繰り支援等

・事業者支援の体制を迅速に整備し、
継続的に支援を実施

○農林漁業者の支援
・被害を受けた山林、林道等の
復旧、荒廃林地における森林
整備、治山対策

・漁場環境の回復に向けた支援
・日本政策金融公庫等による
資金繰り支援等

○観光復興に向けた支援
・被災観光地における「地域観光
事業支援」を活用したクーポン券の
上限金額のかさ上げ

・地域と連携したＳＮＳやＨＰを通じ
た正確な被災地情報の発信等

による観光需要回復や風評被害の払拭

○被災した地域の復興まちづくり
・住宅地に局所的かつ甚大な土石流災害が
生じ、更なる災害発生に警戒する必要が
ある熱海市について、まちづくりの方針
策定を重点的に支援

○公共土木施設等の迅速な災害復旧等
・被災した公共土木施設・農林水産業施設等の災害復旧
・大規模な土石流災害が発生した逢初川において、再度の災害防止
のため国直轄の緊急的な砂防工事を実施

○住まいの確保
・応急仮設住宅の供与等及び公営住宅等の確保による
応急的な住まいの確保と空室情報の提供 等

・被災者生活再建支援金の支給(最大300万円)
・被災者の住宅に関する相談窓口の設置、現地相談実施への支援 等

○災害廃棄物の処理
・宅地内の廃棄物・土砂の迅速な撤去による生活の早期再建促進

○切れ目のない被災者支援
・仮設住宅に入居する被災者等の見守り・相談支援等
・学習・就学支援 等

○金融支援等
・金融機関の返済猶予等の柔軟な対応、自然災害債務
整理ガイドラインによる被災者の債務整理支援 等

○線状降水帯の予測精度向上に向けた取組の強化・加速化○盛土による災害の防止に向けた総点検と対応策の検討
３．今後の課題

【逢初橋付近の土石流被害】
（静岡県提供）

http://www.bousai.go.jp/updates/r3_07ooame/r3_07ooame/pdf/210730_ooame.pdf
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http://www.bousai.go.jp/pdf/r30730_gekijin.pdf

令和 ３年梅雨前線豪雨等による災害についての激甚災害
及びこれに対し適用すべき措置の指定見込みについて

令和 3年 ７月30日 内閣府（防災担当）

　令和 3 年梅雨前線豪雨等による災害については、
「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関
する法律」に基づく激甚災害に指定し、別紙の措置

を適用する見込みとなりましたので、お知らせいた
します。

1 ．激甚災害の指定（見込み）
　令和 3 年梅雨前線豪雨等による災害（仮称）

２ ．適用措置の指定（見込み）
（別紙）

 【局激】 

【適用措置】 【対象地域】

○公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助（法第 3 条、第 4 条）
　公共土木施設の災害復旧事業等について、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
等の根拠法令等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げ。

（過去 5 カ年の実績の平均では公共土木施設等は68％ → 82％に嵩上げ）

島根県　雲
うん

南
なん

市
し

　　　　飯
いい

南
なん

町
ちょう

鹿児島県さつま 町
ちょう

（第３・４条）公共土木施設災害復旧事業等

＜措置の概要＞

○ 公共土木施設（河川・海岸・砂防施設・道路・港湾・漁港・下
水道・公園等）、公立学校、公営住宅、生活保護・児童福祉・老
人福祉・障害者福祉等の施設の災害復旧事業、地方公共団体が行
う感染症予防事業、流入した土砂等や浸水の排除事業等が対象。

○ 例えば、公共土木施設災害復旧事業では、事業費総額が自治体
の標準税収入の一定割合を超える場合に、激甚災害に指定されて
いなくても、国庫負担率の嵩上げ等の措置を段階的に適用。

（２／３→３／４→４／４）

＜激甚災害指定時の措置＞
○さらに補助率等を嵩上げ（※）
（例）公共土木施設災害復旧事業 ６８％ ⇒ ８２％

（過去５カ年の実績の平均）
※プール計算方式（個別事業ごとに補助率を嵩上げするのではなく、各事業の地
方負担額を合計し、地方公共団体の標準税収入に応じて一部を国が負担）

※激甚災害の措置は、いずれも一定以上の被害が生じた場合に適用され、
その程度、範囲等は政令で定める基準に基づく。

激甚災害指定により適用される措置の概要

http://www.bousai.go.jp/pdf/r30730_gekijin.pdf
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令和 ３年度　災害復旧技術専門家
（九州ブロック国土交通省OB）勉強会

　災害復旧技術専門家九州ブロック（国土交通省
OB）の勉強会が、令和 3年 6 月２1日（月）13：3０～
1７：００に九州地域づくり協会会議室及び九州地方整
備局DXルームで開催されました。出席者は災害復
旧技術専門家が ９名、九州地方整備局から災害対策
マネジメント室長はじめ ５名の参加がありました。
　九州地方整備局の技術検査官から、令和 ２年の災
害査定状況、近年の災害査定をとりまく状況及び九
州地方整備局の取組について説明を受けました。
　災害復旧技術専門家九州ブロック長後藤氏が、災
害復旧事業の基本について、近年の災害復旧の主な
改正点（Ｈ26 ～）、改良復旧事業について等を講義
しました。
　また、九州地方整備局のインフラDX推進室建設
専門官から災害査定現場のバーチャルツアーやクラ

ウドによる点群データの活用について説明を受けま
した。
　参加者からは勉強会を終わって、次のような意見
がありました。
・災害査定から離れて時間が経つので、このような
勉強会は最低年１回以上は開催してほしい。
・最新の災害査定の変更点は大変参考になった。
・近年の災害査定の変更点について、背景も含めた
説明があったので大変良かった。
・360°写真を使ったバーチャルツアーやクラウドを
用いた点群データ処理による３Dモデル等の作
成・共有は災害査定で十分使えると考えられるた
め、今後、災害査定のデジタル化について検討し
ていく必要がある。

DXルームでの視察状況 DXルームでの視察状況
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❖派遣水防専門家コメント

北海道地区水防技術講習会での水防専門家活動について

尾
お

形
がた

　　寿
ひさし

（所属：荒井建設株式会社　北海道旭川市）

　令和 3年 ７月19日に行われた「北海道地区水防技術講習会」の講師として派遣されました。
　講習会は、座学でのなわ結び、木流し工等の実技のすべてを屋内で実施しました。例年のとおり、午前の座学の最後の
なわ結びまでを屋内、午後の土のう作りに始まる水防工法を石狩川の河川敷に場所を移して屋外で実施を予定していたの
ですが、急遽 3日前に全てが屋内での実施となりました。新型コロナ対応は事前準備で種々の対策どおりだったのですが、
連日の気温3５℃の熱中症対応（実際に、旭川の最高気温3５.1℃でした。）と、人口33万人の旭川市市街部石狩川沿いに「熊」
出没で、河川敷の広い範囲に立ち入り禁止措置が講じられたために、すべてのメニューが屋内になりました。多少の雨で
は屋外決行ですので、「すべてのメニューが屋内で実施」は、北海道地区水防技術講習会では、「初めて」でした。
　主催者事務局、準備にあたった（一財）北海道河川財団、講師の私、皆がバタバタの対応でしたが、無事に好評をいただ
き終了することができました。準備にあたった主催者、（一財）北海道河川財団等のみなさんは、全てを屋内で実施した貴
重な経験を積み、屋内実施における講師の例が出来たのかと思います。
　反省としては、水防専門家の PRが出来なかった。するべきだったかと思います。主催者作成の配布資料の実施要領に、
「PR 1 ページ」なんて出来ないでしょうか。「これ、1枚、入れておいて」で、出来そうな気がします。が、如何でしょうか。
　以上、気付きを含めて、無事終了のお知らせでした。今後とも、よろしくお願いします。

令和 ３年度「北海道地区水防技術講習会」

場　　所：旭川市　近文市民ふれあいセンター
主　　催：北海道開発局、北海道
後　　援：北海道市長会、北海道町村会
協　　力：札幌管区気象台
参加機関：旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、

旭川市消防本部、大雪消防組合、旭川河川事務所災害時協定会社

土のう作りを指導する水防専門家（青色ベスト）
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令和 3年　発生主要異常気象別被害報告 令和 3年 7月30日現在（単位：千円）

※被害報告は、月 2回（15日、月末）国土交通省HPで公表。最新は下記をクリック
　http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/bousai/saigai/kiroku/houkoku.html

http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/bousai/saigai/kiroku/houkoku.html
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